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議 会 改 革 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２２年 ３月１０日 

                           午後 １時３０分 開会 

                           午後 ４時１１分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

１.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（６名） 

    委 員 長    原  口  育  大 

    副 委 員 長    熊  田     司 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    議 長    川  上     命 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    砂  田  杲  洋 

 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    渕  本  幸  男 

    次 長    前  田  和  義 

    課 長    阿  閉  裕  美 

    書 記    川  添  卓  也 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．前期検討結果の仕分け････････････････････････････････････････････････････ ３ 

 ２．議会協議会での検討結果報告について･･････････････････････････････････････３７ 

 ３．議会改革体系（案）及び新規検討項目について･･････････････････････････････３９ 

 ４．その他･･････････････････････････････････････････････････････････････････４０ 

 

Ⅲ.会議録 
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議会改革特別委員会    平成２２年 ３月１０日（水） 

                 （開会 午後 １時３０分） 

                 （閉会 午後 ４時１１分） 

 

○原口育大委員長   失礼します。ただ今より、第３回の議会改革特別委員会を開催させ

ていただきます。 

  今、会期中ということで公務お忙しい中、また今日は午前中、各中学校の卒業式に出席

をされておったかと思います。本当に、寒い中お忙しい中、委員会に出席をいただきまし

てありがとうございます。 

  今、テレビ等で見てますと、名古屋市の河村市長が議員定数を半分にしようと、報酬は

８２０万にしようというふうなことを昨日提案されたということで話題になってます。 

  やはり今、議会のあり方について厳しく問われておる、議会不要論みたいなことも言わ

れるような時代になってきました。やはり私たちとしては、今ある法律の中でどんなこと

が議会としてできるのかということをしっかりと取り組んで、市民に対して胸のはること

ができる議会にしていかなければならないということを痛切に感じております。 

  何とか、皆さんと一緒に、一歩でも前へ進められるように議会改革を取り組みたいと思

ってますので、どうぞよろしくお願いをいたします。では、座って失礼します。 

  今日は、次第に基づきまして、まず前回第２回のときの検討結果の仕分けについて残し

ておった分をさしていただきたいと思います。一通りいきましたら、２番目でこの３月議

会に議員協議会で報告をさせていただいて、議員協議会で確認をいただくことについて検

討をいただきたいと。 

  その後、新規に追加した項目等につきまして、全体の体系表の中へのはめ込み、事務局

の方でしてくれておりますけれども、それについて確認をさせていただいて、次回以降の

検討項目を抽出していきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、お手元の資料の方は、次第の次のページからは２色刷のものがいってると思

いますが、これについては前回第２回のときに検討した部分であります。この黄色の部分

というのが検討結果でありまして、水色になってる部分について、３月の議会で報告をさ

せていただくというふうに仕分けをさしていただいた項目ということになっております。 

  まず、もしお手持ちでなかったら、予備を出してもらわなあかんのですけど、前回積み

残してます分、その他の項目の資料に基づいてなんで、ちょっと机上配付してない分なん

で、もし前回の資料を持ってなかったら、事務局の方で出していただくことになるんです

けれども大丈夫でしょうか。 

  大丈夫でしたら、議会改革特別委員会検討結果の検討事項でその他となっております検

討事項としては、議会費についての部分からいきたいんですが、よろしいですか。ページ

数ふってないんですけども、ホッチキスどめでいくと。ファイルの中です、前回配った分
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で。その他からですね、議会費についてというところからです。 

  それでは、議会費についてということで、まず議員報酬（他の兼務報酬を含む）につい

てということで、検討結果の現状のところは、そこに書いてあるような現状になっており

ます。検討結果については、議員報酬については、特別職報酬等審議会にゆだね、同審議

会の意見を尊重するというのが前期の検討結果でありまして、その後、議会をしては、執

行部の方としては、２２年２月に入ってしまったのかと思いますが、特別報酬の審議会を

開いて諮問をされておりますので、この結果にゆだねるというふうなことを尊重したので

よいのかなというふうに思いますが、これはこれでよろしいですか。 

  それでは次のページで、費用弁償についてということで、これも検討結果としては、議

会として活動に必要な予算要望を行うという、ちょっと抽象的と言えば抽象的ですが、そ

ういうことになってます。 

  視察経費について、調査中の事件について、先進事例等の調査が必要となったとき予算

が限られているため、調査したい先進地に視察研修を実施することができないというよう

なことのないよう、視察経費の予算要望を行うということになってます。というのが前期

の検討結果ですが、この辺について何かありますか。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   この検討結果というのは、必要な予算要望を行うというのは、現在は

費用弁償というのは、いわゆる旅費をうってもうとんのやな、旅費だけやもんな。という

のは、旧町の時代とか今の旅費だけになる前というのは、日当なんかも若干つけていただ

いとったということなんですかね。それを、この検討結果は必要な予算措置を要望を行う

というのは、また日当なんかももう一度というような考え方をしとるんか、その辺がちょ

っとわからんのですが。 

 

○原口育大委員長   一応、この現状のところには、決算額だけが上がってます。平成２

０年で４１万８,０００円、１９年で１０４万３,０００円、１８年で８０万５,０００円

という決算額が上がってます。ただ、定数が減ったという部分のこととかも、今回ですね、

前期のときは２８名であって今回２０名になっておるという部分もあるんで、若干その辺

は委員会としても、必要なだけの予算要望を行うというて書いてしまえばそれで結論なん

ですが、そこら辺、今、委員が言われたようなことも現状どうかなと思ったりはします。 

  今、現状についてちょっと。 

  事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   旅費支給の基準についてでございますが、今の基準につ

いては、旅費規定の中に旅費一般的に交通費、それと宿泊費、その上に日当も含んだ形で
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旅費の支給の関係の基準がございます。日当については、日帰りと宿泊する場合と日当が

異なります。 

  今回、この例年予算化しておりますのは、日当につきましては１泊２日を想定した形で、

予算措置をさしていただいてます。１泊２日の場合は、１日１,５００円というようなこ

とで、２日分ということで３,０００円になります。それと宿泊費と交通費、この宿泊

費・交通費については、実費というようなことになってきます。過去からそういった形で、

一人当たりの中で１万８,０００円から１万３,０００円までの範囲で予算化しとるんです

けど、２１年度の予算措置については、１万５,０００円というふうな形になってます。 

  ２１年度は、まだ決算が出ておりませんので、そういう形で支給をする基準がございま

す。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今のご説明でしたら、従来の形でもええということやな。ただ、今、

２段目のとこを見よったら、決算額、平成１８年、１９年、２０年と。２０年は、どんと

こう少なくなってるんですが、これは途中で選挙になったというようなことで。何で２０

年度こんなに少ないんですかな。 

 

○原口育大委員長   どっかの委員会へ行かなかったですかね。 

  だから、委員会のこの該当規定でいくと、２０年度１万３,０００円で、２１年度１万

５,０００円になってるのか。だからその差ですか、そんなことで。 

  その前が１万８,０００円か。５,０００円下がってるもんな。 

  事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   今までの傾向からしますと、市のマイクロバスを利用し

てというような、割と近隣のところへの出張が多かったと、比較的多かったというような

ことで、そこら辺からしますと、宿泊はもちろんいるんですけど、交通費は旅費としては

いらない状態が結構あったというようなことです。宿泊と日当だけということになります

と、１万円前後で対応できてきたというような現状があります。 

 

○原口育大委員長   議会の方も努力して、できるだけ経費を抑えてくれたことが反映し

たのかなと。それと、予算額の一人当たりが１万８,０００円から１万３,０００円という

ことで、５,０００円落ちてた分とかも反映されたんかなと思うんですけども、いずれに

しても、考えるとすればこの該当規定等のところで、今、現状１万５,０００円の現状に
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なっておるという部分かなというふうに思ったりもします。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私自身、この先進地事例というんか、先般も会派の方で波力発電等々

視察研修行ってきて、情報化社会でネット等々で十分情報は取れるねんけど、やっぱり現

地へ行って自分の目で見て、それで関係者からのいろんな参考意見を聞くというんは、見

聞を広める意味で非常に重要やと思うんですわ。 

  本当に教育現場でも、先般もお話さしてもうたように、ケーブルを活用し子供たちの学

力を向上しとるようなとこも、僕なんかは行ってどういうような状況でやっとんのかなと

いうような思いがあるんでね、こういう市に反映するような視察は、僕は積極的に議員活

動としてですね、やっていただくぐらいの予算を十分確保していただきたいなというよう

な思いがあります。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   これ、政務調査費の関係が出てきてしまうと思うんですけど、これ

は検討項目に入ってなかったですかね。あったですかね。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   議会改革、いろいろとあるんですけどね、議員がなんか卑屈になって、

首を絞めるようなことが議会の華みたいに勘違いしてる方もおられると思うんですよ。 

  我々は、本当に５８年から選挙戦戦い抜いて、一生懸命議会活動しながら、一生懸命そ

れなりの報酬をもうてきたと今でも自負してます。 

  ５８年当時は１０万円でした。でもそのときは定期昇給みたいに景気もよかったし、２

年ぐらいに審議会で順調に上がっていって、２２万円でしたかね、そこで私ちょっと議会

を遠のいたんですけど、それからバブルがはじけて、結局もう上がらんようになってきた。 

  それが、平成１０年ぐらいですかね、蓮池さんが議長をされたときに町議会の費用弁償

ということを出されて、もう給料上がっていかんもんやから、それでずっときとったんが、

今度合併して結局給料が３８万５,０００円になったんで費用弁償を中止したということ

で、そのかわり政務調査費ということがついたんですけど。 

  やはり当然の報酬として、今回も答申してますけども、これは答申の結果によって、例

えば下がるというような結果も考えられるわけなんです。そういうときは、これはまた費

用弁償とかね、堂々と請求したらええと私はそない思いますよ。何で議員だけがそない卑

屈になってやらんなんような、これは皆さんにお聞き願いたいんやけどね、それは当然や

な、給料下げたいって、それが何か自慢げなような感じでおるというのは私おかしいと思

うんで、やはりそれなりの報酬は当然もらうべきでしょう。 
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  今、谷口委員言われたように、やはりその当時は、昔話しよったらおかしいけど、任期

４年の内は国内それから海外ね、これは随分とやっぱり、まあ遊びも半分入ったみたいな

こと言いますけれども、これはやっぱり随分見識も広まるというか、私らに随分勉強もで

きたなと思います。 

  そういうことなんで、この改革をやる中で、余り卑屈になって自分を卑下してね、そう

いう感じの改革は私はあんまりやらん方がええかなあと。もっと議会活動でというような、

委員長ね、そういうことでひとつお願いしたいなと思います。 

 

○原口育大委員長   政務調査費についても、委員会活動についても、報告を今回義務化

というか、明文化していこうというふうなこともしてますので、きっちりしたことを報告

して、正々堂々と必要なものはこの検討結果についても要望を行うというふうになっとる

わけなんで、その線はやっぱり議会としては当然のことだというふうに私も思ってます。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   今の、阿部委員の私も全く同感で、それを補強するという観点から、

もう一言私も言わしていただきたいんで、我々、議会改革の委員会のスタンスとしてね。 

  というのは、前の新しい議会の前もご承知のように、定数等調査検討特別委員会という

のがありまして、いろいろ我々議員として勉強しました。 

  あるときに、淡路市との合同研修会があったんですよね。そこで話しよったら、淡路市

のある議員さんがヨーロッパの例をとって、ヨーロッパなんか議員活動なんかボランティ

アでやってますよというような話も出てきた記憶があるんです。ここでもちょっと議論し

た記憶があるねんけどね。先ほども委員長が、名古屋市の市長が云々というようなことを

おっしゃってました。またあるところでは、マスコミ受けするんかどうか知らないけども、

ある町か市によっては、田舎の方のね、いわゆる議員の報酬を日当制にすると、出ていっ

たときだけ払うとか、そういうふうに何か議員の報酬を下げたらマスコミ受けするとか、

一般の市民は低い方がええに決まってますよ。 

  けども、我々あの当時定数等の委員会でも議論しとったんは、我々その今、議会改革で

検討しとる基本的な考えというのも、一つはいろんなところで議会基本条例が出てますよ

ね、あの中でうたわれてる大きな柱というのの一つは、やっぱり議員自身の力もつけてい

かないかんと。市民の代表としてね。そのためには、どんな議会活動をすべきかというこ

となんですよ。 

  だから日当制にして、何かあれ見よったら、会議があるときに来て座って仕事しよった

らそれで終わりかみたいな印象も与えかねないと。そうではないですよね我々。日常活動

いろんなとこで皆努力して市民のために頑張って働いてらっしゃる。これはお互い様です

よ。 
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  そういう観点からしよったら、今、阿部委員おっしゃったように、我々胸張って要求す

べきは要求していくと。要は、こういう田舎で、本当に二元代表制の一つとしての議会が

力をつけるために、若い者をどんどん議員にもなってもらわないかんというふうに思うん

ですが、そのときに議会だけで生活できるような環境づくりをしてやるのが我々先輩の仕

事であろうとは思うしね。 

  市民というのは、安かろう低かろうがベターやというような基本的な考えを持ってます

し、それに拘束されて我々の議会改革の歩みが緩くならないように、阿部さんの意見はそ

ういうことだったんだと思うんで、私もそういう観点から。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、率直な疑問なんですが、私、今、自分自身で勉強するのに、自宅

でネットの利用であるとか新聞紙面を読むときに、日刊紙ほとんど全部取って読みたいよ

うなわけやけど、自宅では政務調査費とかその辺の認識不足で、それが政務調査費ではみ

ていただけないとか、私は非常におかしななと。 

  やはり、いろんな情報を収集して、市政へ反映するために必要なそういうふうなやつは

それは無駄じゃないと思うねん。先ほども言うとったように、この辺も若干、新聞、日刊

紙全部取るとか、これは当然のことやと思うねんね。あらゆる世界中の情報を、国内外の

情報を取ったり入手したりして市政に反映すると、そういうやつを無駄で削減しとるよう

な現状は、僕はいささか新人で納得いけらんとこなんやけど、そこらはどういう、政務調

査費での支出の規制というのはどういうふうにしとるのか、そこらをちょっと教えていた

だけますか。 

 

○原口育大委員長   本市の場合は、今、事務局の方でしっかりと１円の領収書まで含め

て、人も含めて、ずっと会計担当の議員がいろいろ勉強しながらきちっとされとるように

思います。 

  前回、きちっとそれも報告するというふうなことを決めてますし、今の現状の使い道な

り使い方については、全然問題ないと思ってますけども、ただその範囲については規定の

中で決めとるわけで、それもいろいろ全国的なものを参考にして決めた規定でやられとる

と思います。若干、今の点について事務局の方で説明を。 

  議会事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   今、政務調査費の関係なんですけど、そういう基準をこ

しらえるときに、いろいろ議員の皆様で議論をしていただきました。 

  一つは、先ほど委員長もおっしゃっとったように、１円まで領収書をつけてというその
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意味は、やはり結構他市の場合でいろいろと住民監査請求とか裁判とか、いろいろ政務調

査費の案件が非常に多いです。 

  そういった中で、やはりこれは政務調査費として確実に支給されたもんやなというよう

なことをはっきりとするために、議員活動というよりも会派活動に絞ってしまおうかとい

うようなことに最終的に決まりました。 

  ということで、個々の議員活動に対しては、政務調査費の基準に当てはまらないそうい

う形になってます。ただ、会派での活動の中で、図書の購入、先ほど言とったそういうも

のも図書の購入ということで会派で必要な部分、そういった部分についてはやぶさかでな

いわけでして、そこら辺の原則は会派活動というようなことになっておりますので、そこ

ら辺で制限がされてくるということになってきます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、役所の中ででもですね、新聞を取ってないような状況をよく耳に

するわけです。 

  本当に、昼休みでも職員の方々、本当に新聞紙上やっぱり図書というか読書というか、

新聞を十分熟読していただいて、やはり行政は行政の役割を果たしていく、そういう必要

な教材的なもんも無駄や無駄やって何か、今も阿部委員がおっしゃっとったように、本当

に職員も卑屈になったり、それは議員もそうやし、みんな何か自分自身が勉強してこの町

を良くしたいいう思いがあんのに、新聞でもこの町じゃ一紙しか取ってないとか、こうい

う勉強するやつを妨害しよるような状況で、こんなんじゃ本当に議員改革もそうやし、市

の中も本当にネットで幾ら情報を取れる言ったってやっぱり活字を。それで、市内それぞ

れ日刊紙を取っていただくぐらいの、そういうのを無駄やと言いだしたら、本当に何もか

も無駄や無駄やというような議論になっていくと思うんで、議員もネットであったり自宅

であったり、深夜僕らでもずっとこういう情報だけはよくずっと見とんですわ。 

  さまざまな、これは雑学もそうやし、かと言うて、そういう中からああこういう先進地

というような情報を入手した段階で、やはり現地へ出向いていって人と会って、さまざま

なネットで取れないような情報を取ってきて、市政の方へ意見なりを言うような、そうい

うようなことはしっかりと本当に卑屈にならんと、どんどん積極的に、その辺は無駄でな

いと思うんで、その辺の経費というのはしっかりと予算要求しても僕はいいと思うんで、

よろしくお願いいたします。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今回の検討項目の中に、今、谷口委員言われた政務調査費の問題につ
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いてはちょっと入ってないんですよね。だから、これは改めて項目追加で、もう少し詳し

くやるっていうことも必要でないかと。 

  公開のやり方はあるけど、内容に踏み込んでの項目は起こしてないんですね。これは、

やっぱりやっていく必要があるかと思うんです、当然でね。 

  だから、今いろんな使途の問題であったり、いろいろまた研修もしなければいけない、

内容の確認もしなければいけないところもあると思うんです。議会事務局でも、政務調査

費についての研修もかなり深めてるところもあるんで、もう一度そういう中身を学ぶ研修

もし、内容について精査してみる必要があるかなということは思いますので、追加項目を

挙げていただくということが必要でないかと思います。 

  それと、元に戻っての議会費の中で、先ほどの視察研修の関係なんですけれども、一人

当たりの予算が平成１８年に比べて半額以下になってるということで、視察行く先が委員

会で限定されてきてるというとこがあると思うんですね。それについて、一度議論してお

く必要があるかなと。どうしても近畿一円ぐらい、それよりも超えていくとちょっと予算

オーバーでと、行けないと。 

  例えば、森上委員この間言うとった議会改革の関係で、関東の方で東村山とか、関東の

方が結構そういうのが活発にやってるということで、行こうと思ってもちょっと無理なん

ですよね、現状で言えば。 

  だから、そのあたりをどう考えるんかっていうことは、やっぱり議論しておく必要があ

るかなと、行かなくても来てもらったらええんやとかいう話もあるかもわからんですけど

も。北海道へ行こうと思っても、これは到底じゃないけれども行けるもんでもないと思う。

せっかく姉妹都市とか結んでおきながらですね、公務として行くのはなかなか難しい状況

というのが出てるんかなと。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   政務調査費だったら行けるの。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   政務調査費は行けても、それは会派の活動になるんで、議会の公式的

なもんじゃないですよね。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   窮余の策として、例えば議会改革で行こうとした場合に、いろんな会
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派皆こう集まって、今、立ち上がっとんので。前の私らの会派の場合だったら、個人でい

ろんな委員会で行くとか、足らんかったら会派で、これはもう５人の内の１人あるいは２

人まで行くんだったら、それは認めますよというような形で行ってもらいよったんやな。

会派としての政務調査費から補てんしよったわけですわ。なかったらそんな形にせないか

んと。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   政務調査の中身、先ほどいろいろあったわけですけれども、会派によ

って政務調査でやりたいことっていうのが違うと思うんですね。遠隔地であったり、そう

いう視察研修であったりということに重点重きを置く考え方もあるし、市民に対して広報

広聴活動をやるということに重きを置く会派もあると思うんですよ。 

  ですから、それは政務調査費の一つの性格があると思うんで、ここで議論しているのは、

やはり議会としてどのような視察研修を行ったり、行くのかということだと思いますので、

その予算が一応限られている中で、どうしても活動範囲、行動範囲というのは制限、限定

されてくると、そのことについての議論をしておく必要があるのかなという問題意識なん

です。 

 

○原口育大委員長   旅費については、政務調査費の場合は、実費であれば別に上限はな

かったんですかね。ただ、今言うように、一人当たりの額なり、この委員会としての予算

の額なりについて、今後検討する必要もあるのかなというふうな意見が多いような気がい

たしました。 

  今ここで結論は出ないと思いますんで、この検討結果としては、費用弁償についても視

察経費についても、必要な予算要望を行うというふうになってます。 

  今、蛭子委員から出た政務調査費の額の方の検討についても、追加項目に加えて、内容

を含めて、どういう形がいいのかという部分についても検討項目に加えるということでよ

ろしいでしょうか。 

  今回、それについては、本当にここに書いてあるような検討結果を、趣旨を踏まえて報

告するというふうなことでいきたいなというふうに思います。それでよろしいでしょうか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   昔のことばっかり言いよっても何やけども、旧町時代は会派制という

のはなかったんですわね。それでも右と左はっきりと、南淡の方は９と１１とはっきり分

かれてますわね。それでも、全体の研修視察というのはあったわな。 

  それも、本当に大事でないかなと思うんです。会派になってから会派で少人数で行って
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いると。だから、そういうような全員で視察、海外というのはこれはもうあかんというこ

とになってますけども、国内、当初政務調査費なんかは、私は２０万ぐらいもらうべきや

ということを言いよったんやけども、その意見は通りませんでしたけども。やっぱり国内

でも、今の視察研修は本当にせこい言うか、本当に何でやと言うようなぐらい本当に、ま

あそれだけ財政が頻拍しとんのかなと思うけど、抜けとるところもはっきり言うて我々か

ら見たらあるし。そういうことも踏まえて、また委員長ね、そういうような意見もあった

と。やっぱりそういうことも議員同士の、会派・会派で固まってやることも大事かと思い

ますけど、やっぱりそれなりの効果はあったですよ。１１対１０でずっと何十年やっとっ

ても、議長選ではそういう形になりよったんやけどね。やっぱり和気藹々と。それが、随

分勉強にもなったような気がしますんで、そういう意見もあったということをひとつ入れ

てください。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先ほどの蛭子委員のお話にあったように、１万何ぼだったら本当に、

僕はこの辺の認識不足だったんやけど、一人１万５,０００円だったら、行けるエリアが

近畿エリアというかここらになると。先ほど言うとった、東京とか九州とかの先進地は行

けないという、今の現状はそんな状況ですか。 

 

○原口育大委員長   事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   １万５,０００円という部分については、あくまでその

時点でどこへ調査に行くかということがまだ決まっておらない状態です。そういうことで、

一応平均で置かしていただいてます。 

  仮に、先ほど実績をちょっと参考までにお話させてもらったように、実績としては、仮

に１泊２日で市のマイクロバスなり、またレンタカーのマイクロバスを借用して行っても、

結局、旅費としては１万円ぐらいまででおさまるんです。どうしても宿泊費と、食事は対

象外ですんで、日当ということになりますと大体１万円ぐらいで行けるんです。 

  そしたら、そんなんしか行けらんのかということになったら、この１万５,０００円が

平均ですんで、仮にいろんな委員会の中でそういった調査がどうしても必要やということ

になった場合は、全部そういった形で対応はできないですけど、予算の範囲内で対応はで

きる部分もあるわけなんです。 

  必ずしも今までの実績に基づいた、バスで行ける範囲ということには限らないわけなん

です。何ぼか、５,０００円分ぐらいは実績よりは予算はありますんで、そこら辺でどれ

だけできるかという部分は限られる部分もありますけど、必ずしもそれに限定せないかん
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ということでもない予算にはなっとるかと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   例えば、議員が２８人が２０人になって、私も阿部委員が今おっしゃ

っとったように、やはり全員が同じ様な情報を共有するというのは非常に大事なんです。 

  例えば、東海地震等々の先進地へ行って、今まさに地震の活動期と言われてるような、

そういうふうな災害対策を完璧にできてるようなとこへ全員が行って、その町の取り組み

とか、そういうやつを勉強しに行くんよ。それに対して、この１万５,０００円で対応で

きないいうような、今までこんなような状況やとは私は本当に情けない。議員は何をしよ

ったんかなと。 

  やはり、どんな会派であれどんな党であったって、地域の住民の安全安心のためは、や

はり同じ様な共通な認識を持たないかんねん。そのために、東海等々はかなりそのような

対応ができとると、そういうところに町の議員全員が行って、それぞれいろんな情報を収

集してくる。そういうことすらできらんような予算執行というか予算枠しかないというの

は、本当に議員が卑屈になって、何か無駄無駄無駄と市民に気を使いながら議員活動しと

ったんかなというような思いがあって、私自身はこんなような状況やったら非常に残念で

す。 

  どんどん本当に議員活動する上において、二元代表制とか何とかいうようなことも言わ

れとるし、僕は先進地にはどんどん全員が行ってですね、同じ様な情報を共有するぐらい

でなかったらあかんと思う。この辺は、もう言いよったってあれなんでこの辺で止めとき

ますけど、もっともっとしっかりと予算はつけていただきたいなということで、委員長よ

ろしくお願いいたします。 

 

○原口育大委員長   全体での研修とかいうことになりますと、全協なり議運なり代表者

会なり、いろんなところでのそういった話も出るかと思いますんで、そういう意見につい

て記録しておいて、活動に支障のないように、十分な活動できるように要望していくとい

うことでまとめさせていただきたいというふうに思います。また、議長の方を通じてお願

いをしたいというふうに思います。 

  それでは次、議事録の調整について、要点筆記、議事録の配付につきましては、議事録

は議員及び図書館等へのＣＤで配付する。なお、事務局に製本したものを一冊設置して閲

覧できるようにするということが現状もう実施されておるということであります。これに

ついて、現状でよいということでよろしいですか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   我々もそれで、ＣＤになった方が使い勝手もものすごくいいんですけ

ども、議員によったらめくって見る方がええという、機械使うんでね、使いにくいという

ような声も一部あるんですね。そのあたりどうなんかなと、僕はＣＤの方が抜群に使いや

すいんですよ。そのあたりが、ちょっと見にくいという声も一部、一部と言ったら失礼で

すけど。僕らＣＤの方が本当に調べやすいんで、そのあたりが意見はいろいろ出てる中で、

そういう声があるということで。 

 

○原口育大委員長   紙になったものが事務局に一冊はあるわけですね。 

  必要と感じたら、やっぱり頭の中に入っとるから、そこを出してくれということでいき

よると思うんで、一応、今、利便性から言ったらどうなんですかね。やっぱり一冊ずつと

いうのが。 

  休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時１４分） 

 

（再開 午後 ２時１８分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  議事録の調整については、現状できておるという検討結果でしたので、現状でというこ

とでご了解を願いたいと思います。 

  次に、議会事務局の充実強化、調査、法務機能の充実強化については、議長は議会が市

民の代表機関として市政の監視、評価機能及び政策立案機能を十分に発揮するために、議

会事務局の調査、法務機能の充実強化を図るよう努める。 

  これも、検討結果としては理念的なことを書いてあるわけですけども、いかがでしょう

か。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私自身、議会に来て、事務局の方々には大変お世話になって、いろん

なご指導をしていただいとるような状況で、ありがたく思っとるような状況にあんねんけ

ど、やはりもう少しさまざまな情報提供等々のときには、より一層の積極的な情報収集で

きるような機能というかそのあたりをもう一つ要望したいなと。よくやっていただいとる、

本当に事務局は機能として一生懸命我々のためにやっていただいとる職員の方々のご理解

とご協力を得てやっとんねんけど、我々が必要とするような資料であったりとかいうやつ

を、もう一歩踏み込んだ上で、もうちょっと親切に今後ともよろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   これは議長にお尋ねするんやけども、この現状のとこで書いていただ

いとんですけれど、米印ね。今年は議長が県市議会会議長会会長が回ってきとんので、一

名増になっとると。ということは、この４月からは一名減になるというのはもう決まっと

んねやな。 

 

○原口育大委員長   議長。 

 

○議長(川上 命)   一応、議会事務局は議長権限の範囲内であるということ、いろいろ

相談もあるわけですが、今回は前の議長のときに、県の議長会が回ってきたとき一人増す

ということの中で今度は議長会が３月で終わる。そうしたときには、一人減ということは

この間も上司の方から聞いております。 

  そういったことで、減はやむを得ないなと。ということは、やっぱり職員削減の中での、

議会だけそういったように意欲というかな、職員を増やすということは、これは認められ

ないということで。 

  しかし、いつも異動を見ていますと、議会は他の課と違って非常に少人数であると。し

かし非常に、先ほども言いよったようになかなか高度な技術もいるし、高度ないろいろな

法令、条例、申し合わせ事項全部やっぱり大分慣れておらなかったら、議員のそれぞれの

要求に応えられないということで、今後、副市長にも言ってあるのは、やっぱり局長まで

上がっていくなりに、ある程度の知識の豊富な人を養うと言ったらいかんけど、そういっ

た課長、係長ぐらいの中で、経験をした中で順番に上がっていくというような形の中でや

っていただきたいなということで申し入れてあります。 

  確かに、今、谷口委員が言われましたとおり、議会事務局を２０人といういろいろの個

性豊かな議員さんが要求するんですから、それぞれのその人によっていろいろと何がある

というような不平不満も聞いておりますし、何とか２０人に対して、すべて一応満足いく

ような応対をしていただきたいと、いろいろなことを。ということを言ってありますし、

局長にも今後の、局長が仮にやめたときに次が上がる場合とか、そういったことについて

は十分気をつけていただきたいと。そういったことを、委員長、言うてあります。充実を

図るように。 

 

○原口育大委員長   なかなか一自治体というか、規模の小さな自治体にとって、議会事

務局の充実というのは難しい面があるとは思うんです。自治法の改正の中で、行政機関の

中での共同設置みたいな話も出てきよるようですが、議会事務局を共同で設置するという
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のはかなり疑義があるということで、余り前向きな検討はされてないようには聞いており

ます。 

  やはり、南あわじ市の議会として、議会事務局に頑張っていただくということを、議会

としてもしっかりと要望していくというのが現状のことかなというふうに思います。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   先ほど、議長も申されましたように、個性豊かな２０人の面倒をみて

もらっていると。それは公平、公正な立場でやっていただいているわけよな。そういう感

情が出てくるような職員は、絶対我々も長い経験やけど、そういう人は、今、事務局なん

か来てないわな。 

  そうやって、この問題については、どちらかというと局長、局長らは執行部にものは言

われへんけども、今の体制の中で職員の人数というようなことは大体決まったもんやと思

うけど、何か活動する中で不義があるとか、そういうことは議長にでも言っていただいて

いくというふうに、これは我々がお世話になっていきよんねんから、やっぱり事務局を強

化するというのは財政的ななにもいるしやね、自分らは言われへんと思うんやけど。その

点、何かあったら議長に申し入れてもうて、我々応援していくというような。議長、そう

いう形で。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   議会事務局というのが、議長の、いったら局長を指名するというのか。

執行部の中のちょっと独自の、独立をした存在というか、そういうものであるという理解

をしとるんですよね。執行部に対して、ものを言えるとか言えないとかということじゃな

くて、議会の声を市長であっても対等にものの言える立場にあるのが局長でないのかとい

うふうに思ってるわけなんです。その点、どうなんですかね。 

 

○原口育大委員長   議長。 

 

○議長(川上 命)   話をして向こうも相談してくる。仮に何ぼ権限があるというても、

やっぱり課長以上の人事異動には話はあるけど、職員にまでなかなか。 

  そういったことの中で、一応議会とすれば非常に最近我々でもついていけんようないろ

いろなメカが発達して、そういった中で技術も法令も何もかも皆新しく変わっていきよる

中で、非常に職員も、先ほど言ったように、２０人の個性豊かな何に対応していくという

ことはかなり難しいということで、そういった人材というものを、課長以上には気をつけ

ていただきたいということは今回も申し上げてあります。そういったことで、余りそれ以
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上はよう突っ込まんねんけんど。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   人事権ではなくて。議会という存在と執行部という存在との間にあっ

て、その橋渡しではないと思うんですよ。事務局というのは。 

  議会としての活動をやっていくための局長であって、パイプ役とかそういうものじゃな

いという、そういうものじゃないと。 

  時々、情報連絡役みたいな位置づけで局長を考える考え方もあると思うんですけども、

そうではないんじゃないかと。独自の事務局としては、議長がその代表であって、議長の

命を受けて動くのが局長であると。こういう関係にあると思うんです、それ違いますか。 

 

○原口育大委員長   議長。 

 

○議長(川上 命)   蛭子委員の言うとおりでございまして、一応、局長と私とというの

は、連係プレーがうまくいきよらんと事務そのものがうまいこといかんという中で、執行

部のいろいろな、この間からいろいろ問題があった中で、議会もナメとるんと違うんかと

いうような言い方もいろいろあったわけで、そういった面は局長ないし私でも、何でも常

に細かいことでも連絡してください。私というより議長、局長に。 

  結局、この間の一般質問でも問題があったんですが、議長にはなかなか上がってこない

決済があるわけで、いろいろと問題があった件もあるわけで、そういった面も議長が聞い

とったら議長で失敗すれば、これはもう議長の能なしで皆さんの批判を受けたらええけど、

議会まで届かなんだ場合は議会をなめとるんかという結果になるし、そういった面はこれ

から十分、広域行政の中でも問題が多くあったのを指摘されたので、そういったことは十

分、今後気をつけるようにということは申し上げております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   事務局の立場というのは、非常に大事だと思うんですよね。今、話に

出てるように、基本的には議長、議会のトップである議長が議会運営しやすいように、基

本的に事務局体制をつくっとるというのは大原則やと思うんやけども、私、過去４年間見

てて、はっきり言うてこれは議員個々も十分踏まえとかなあかんと思うねん。 

  大体、役選のとき皆もめるでしょう、役員選挙のときに。私もあるときにばったり出く

わしたんや、そしたらある議員さんが局長をつかまえて、二人おりましたわ。がんがん言

いよんねん、議長違うでその人、議長が事務局長におまえもっとちゃんとせえやと言うん
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だったらわかるけども、とにかくそういう議会の動きに対して不満だったんかな。その

方々今いないけども。それ言いよる局長が平身低頭、はっきり言ったら。 

  私は、そういう議会ではあかんと思うねん。やっぱり局長は局長の権威をお互い尊重。

というのは、北海道の栗山町議会いうたら全国で有名になったでしょう。あの中で、私ま

だお会いしたこともない中尾という事務局長がおったんや。それは、あの人だけの力やな

い、議会も議員もしっかりしとっただろうし、それだけじゃなしにあの動きを支えたんは

ね、中尾という事務局長だったと思うわ。 

  事務局がね、局員が思う存分職員が仕事できるような後押しをしたんのも議会であるし、

育てんのも議会、つぶすんも議会であるし、議会が発展しようと思たら、力量高めるいう

たら、事務局の人が伸び伸びと仕事できるような体制をつくっていくと。その辺を、お互

いに皆こう踏まえて、事務局体制というのを作っていくように努力せないかんと思うねん

けど。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   森上委員のは、全く私から言ったら理想論やけども、反対に言ったら

私らも局長にくそかすに言ったこともありますし、そういうことに平気でたえられる人が

事務局へ来よると。事務局長としては、頭へきとるか知らんけども、それは選挙で出てき

た中で、理想は委員言われるような何が何やけども、事務局職員というのは、議員いうの

はそれぞれ個性があるし、役員改選でもめとったら、「なにしとるねん」とか言うたりも

するんけどやね、でも心の中では常に事務局職員に対する感謝の念というのかな、それか

ら旧町時代なんか事務局におって変なとこへ飛ばしたら、議員そんなことは違法か知らん

けどもバックアップして、変なポストへは絶対いかさんというぐらい旧町では徹底してや

ってました。 

  ただし、平常ではいろいろトラブルがありましたけども、そういうことですんで、森上

委員言うような議会になったら一番理想やけど、なかなかそうはいきません。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  ２時４０分から再開します。 

 

（休憩 午後 ２時３２分） 

 

（再開 午後 ２時４０分） 

 

○原口育大委員長   そうしましたら、議会事務局の充実強化については、議長は議会が
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市民の代表機関として、市政の監視、評価機能及び政策立案機能を十分に発揮するために、

議会事務局の調査、法務機能の充実強化を図るよう努めるということを認識として、検討

結果の中でしっかりと統一しておきたいというふうに思います。そういうことでよろしい

でしょうか。 

  次に、議会図書室の充実についてですけれども、議員の調査、研究に資するため、議会

関係図書の充実を図るとともに、図書台帳を整備するというふうになっております。この

辺の現状なり、事務局での今の取り組みについて、もしありましたら。 

  局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   この項目については、過去からいろいろお叱りを受ける

わけなんですけど、現実的には、今、図書室といった機能が発揮されている部屋がござい

ません。 

  その中の図書についても、必ずしも充実しとるかというたらそうではないと思います。

それは認識、議員の皆さんの認識というか、そういう思いであろうと思います。 

  今の範囲の中で、できるだけ議員の皆様の議員活動なりいろんな議会活動、そういった

部分で活用してもらうというような中で、少なくても今の現状としては、できるだけ参考

になる資料をいろいろ情報を見ながら購入するように努めてます。ただ、高価な部分につ

いてはなかなか手が届きませんので、そういったことになってないんですけど、できるだ

け、当然法律の改正そんな部分での現行法規的なそういった部分についても、それはきち

んとさせていただいておるんですけど。あと、いろいろ社会情勢とかいろんな中での動き、

そういった部分の図書、そんなんがどうしても不足ぎみになっているというような現状か

と思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私自身は、図書室がないっていうのは非常に残念で、本当に執行部が

戦術とは言わないけれど議員をよ、あんまり勉強するな。それと視察地、先進地見に行く

なというような予算要求しとるのかなと。議員に余り勉強されたら、執行部もまずいとい

うことでこういうふうな予算が、図書費が軽減されとんのかなというような思いがあるん

で、それは本当に今後どんどん勉強する、そういうのはやはり図書であったりとか、さま

ざまな情報というやつを入手したり、先進地へ行ったりできるような、本当に正しい議会

活動ができるように、予算というやつはしっかりと要求していただきたいなというような

思いがあります。 

 

○原口育大委員長   これは、図書費とかいう項目での予算立てはできとるんですか。 
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  局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   図書という部分では、本当に小額でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   二つほどですが、一つは予算決算書とか議案書ですね。合併しての分

はそろってますけれども、それ以前のものを振り返って見たいというような事業であった

りとか、予算どうであったかとかいうのを調べるときに、平成１３年ぐらいまでの分であ

れば財務の方へ行けば予算書なりあるんですけれども、議会としてですね、そういうのは

資料として、どこまでそろうのか分からないですけれども、散らばってるんですよね、西

淡の議案もちょっと古いのを見ようと思ったら向こうへ行ってくださいみたいな話で。管

理もそう行き届いているとは思えないんで。散逸したり行方不明になったりする可能性も

なきにしもあらずと。 

  どこまで置いとくのかというのがあるかと思うんですけれども、これは議案書なりとい

うのはここが持たないとどこも持たないですから、あと廃棄するだけになると思いますん

で。古い資料としても持っておく。図書館にあるのかな。そのあたり、ちょっとよくわか

らないんですが、できる限り歴史を振り返ってみる、そこから学んでみるというところも

必要かなと思うんですけれどね。 

  図書ということになれば、新しい本を買う書籍を買うということも当然大事ですけれど

も、古い予算決算書なり議案書なりというのは非常に参考になることも多いと思いますの

で、できるだけ整理していただければありがたいなと。 

 

○原口育大委員長   図書台帳を整備するという項目があるんですけど、その辺との関係

があるかと思うんですが。 

  事務局課長。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   古い議案ですけども、南あわじ市が合併したときに、

こちらの方へ過去４年分の各町の議案は持ってきております。それ以前の分につきまして

は、何分にも議案書は永年保存ということになってますので、各庁舎に保存ということに

なっております。持ってきて保存ずるのが一番望ましいんですけども、何せ膨大な量にな

りますので、今のところそういう形です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ですから、調べるときにも本当にかなり苦労するんですね。何を調べ

たかというと、例えばヘッドランドの関係の予算とか、ああいうのを調べてみたりとか、

いろいろその状況状況の中で調べてみるときにちょっと時間がかかったりすると。 

  確かに難しいですけども、各庁舎にあるならあるでその保管の状態、そこへ行けば全部

そろえとるみたいにやね。南淡やったら広く置くスペースがあるんやったら、そこへ行け

ばあるというような状態で、しかも誰に言ったらすぐわかるというような状態にさえして

おいていただければ、それは事前の策やと思うんですけども、本来であれば議会にそろえ

ておくもんだろうと思うんですけれども、やはりどこか１カ所にでも集めていただいて、

いつでもいつの何がというのが分かるようにということはやっぱりいるのかなと。 

  それともう一点は、法律なり判例なりということを、市の総務課ではアクセス権を持っ

た人がいろんな法律改正、いろんな法律すべての日本の法規すべてインターネットで検索

できるようなシステムで契約をして、年間かなり高額な契約料金になっているかと思うん

ですけども、それは総務の担当か誰かしかアクセス権を持ってないと思うんですよ。それ

を議会で持ってもらえたり、全国の判例なんかの地方自治法に関係する地方議会、地方自

治の運営に関係する判例集というのか、そういうものに対して検索をしたりアクセスをし

たりする権利が事務局にあれば、参考に随分できるかなと。 

  図書というのは、図書館いりますけれども、インターネット上でアクセス権を持って検

索するようなことができればスペースはいりませんから、そういうのも一つの手法として、

これも５万円の範囲では絶対できないんですね、何十万円という話になってくると思うん

ですけども。そこまでいるのかいらないかという問題あるかもわかりませんけれども、恐

らくは総務課ではそういうのを持ってると思うんですよ。そこへ、議会としてアクセスで

きるかできないかというような話やと思うんですけどね。そんなようなことも一回考えて

いただいたら、スペースがなくても割と有効に使える部分があるんかなということを思い

ます。 

 

○原口育大委員長   今の件は、議員の調査、研究に資するためという部分に関してくる

と思うんですが、その辺、予算措置等で増強せないかんとかいうふうなことがあれば、や

はり議会としては対応すべきやと思うんですが。 

  現状、今、事務局としては聞いても仕方ない話ですけど、そういう機能というのが別に

ちゃんとあるわけですかね。全国市町村議会事務局とか、そういう形になるんですかね。 

  局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   今、蛭子委員さんおっしゃっとった判例検索、これにつ

いては今できるような状態はありません、事務局の方は。アクセスできる範囲を広げたら、

当然広げた部分だけの費用が今度は発生してきます。そこら辺の、経費的な部分いうのは、
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今何ぼいるんかなというのはちょっと不明確なんですけど、そこら辺も一遍調べてみたい

と思います。 

  法律そのものなりという部分については、すぐ間に合うということはあるんですけど、

こういった判例を検索してぱっとその事例が出てくるというのが、今そういった便利な部

分があるんですけど、現状では総務課の担当のとこだけというような現状です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   文書保存の規程というのは、当然行政の方にはあると思うんで、先ほ

ど聞いた議事録等は永年というか、当然永久保存的な取り扱いをされてると思うんやね、

それで膨大量やと。かというて、過去のいろんな情報、議事録はどうか別としてですね、

この辺はしっかりとファイル管理というか、そういうふうにデータでしていただくぐらい

のことをしといたら、昔の膨大な資料というのが比較的コンパクトにおさまるし。 

  それと、先ほど蛭子委員が言うとったように、やはり最高裁の判例というのは法的拘束

力があると。さまざまな判例的なものを、議員もある程度勉強するようなやつは本当にあ

ってしかるべきやと思うんやけどね。ただ、それはいろんなさまざまなところへアクセス

しよったら、ある程度個人でも今の時代やからいろんなとこから取れるというたら取れん

ねんけど、そこまで必要かどうかは別として、しっかりと文書・図書の保管の条例等にお

いては、こういうふうなやつは何年間とか１０年とか５年とか、何を永久保存しよんので。 

 

○原口育大委員長   議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   議会関係で永年保存というのは、本会議関係の議案と

か、会議録の原本とかいう書類は永年保存です。それと、委員会関係の分も永年保存にな

っております。 

  合併以後は、きちんとした文書管理の方に入れているんですけども、合併前の分は、各

それぞれの庁舎で合併前の分ですので文書管理の方には入っておりません。 

  私もやはり、合併前の分については各庁舎に、４庁舎にあるということで、それぞれき

ちんと保存できてるかということはちょっと心配もしております。でも、一応、総合窓口

の方で保管して鍵を持っていてくれるということで、必要なときはそこへ言ってロッカー

の鍵をあけて見るというふうな形を南淡庁舎の場合は採っておりますので、割と保存はき

ちんとできてるんかなとは思いますけども、いつかは一つの場所に寄せて保存していく。 

  それと、傷みも昭和３０年代の分は紙も悪いので、かなり傷んできておりますので、や

っぱりそういうこともありますので、いろいろとこれから永年保存していく上では、管理

の方法も考えていくことも必要ではないかとは思っております。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   その当時は、タイプなんですか手書きなんですか。 

 

○原口育大委員長   事務局。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   タイプもありますし、手書きの分もあります。議事録

では手書きしてる部分もあります。それで、紙の方が今みたいな良い紙ではなくて、昔で

言うわら半紙のようなそういう紙を使っている分については、大分劣化してぼろぼろにな

ってきてる状態なんで、やはり保存の方法もいろいろと検討が必要があるかなと思う部分

もあります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   あれね、本当に永年保存と言いながら、必要か必要でないかというや

つをしっかりと選別して、廃棄やったら廃棄処分やな。公文書やけど、議事録は永久保存

なんやけど、そういうふうな廃棄処分にできるようにファイルにぱんと落とし込んで、そ

ういう方法は取らなあかんわな。 

 

○原口育大委員長   事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   相当以前から、電子データいうか、そういう形で保存が

進んでいたらそれも可能なんですけど、電子というかパソコンやワープロで書類、議案を

こしらえても、それ自体は今現在は紙ベースしかないんです。データとしてはないんで、

それを電子データ化するという、それは相当な大変な作業になるんかなと。今、紙ベース

のやつは紙ベースで、大事に保管していくというしかないんかなと思います。 

 

○原口育大委員長   資料の保存も、今、問題があるような感じでありますし、保存場所

なり保存の状態いうのもあるような感じがありましたので、そういうことも含めて、図書

台帳なりそういったことも整備する充実するということで、検討結果にしたいなというふ

うに思います。 

  それでは、一部事務組合の方へいかしていただいてよろしいですか。 

  一部事務組合、審議会協議会等についてということで、会議等の内容報告についてとい

うことの部分では、各会議等の内容で重要なものについて議員協議会で適宜報告を行うと
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いう検討結果が出ております。 

  あと、これと関係すると思うんで、次の組織のあり方ということになったときに、検討

結果では広域事務組合の行政、消防、水道について大きな予算を組んでおり、市長サイド

が議員になるような変則的な議会を改革するよう他市の議長に積極的に働きかける。 

  ②として、淡路が３市になった今、淡路広域の組合議会は３市の議長が議長職を取り、

各市から何名かの議員が寄って組織を構成する議会本来の形を確立するようにするべきと

いう結果でありましたけれども、留意事項にありますように淡路広域水道企業団は改革済

みと。広域行政と消防については、この３月議会に条例改正が出てきておるという現状で

ありますので、その辺、この２件を含めて、今現状は改革が進んでおるということかとは

思うんですが、どうでしょうか。 

  議長のご尽力をいただいて、かなりそういう方向にはいってると思うんで、これは議会

からの代表を送り込んでおるというところまでは改善できてきておるかなというふうに思

ってますが、いかがですか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   逆戻りするようなことにもなるんですが、議員が審議会の委員を兼任

したり、ありますよね。広域もそうなんですけども、報酬をそれぞれの組合議会でもらっ

たりとか、審議会でもらったりとかいうことがあるわけですね。もらってるものもあれば、

もらっていないものもあるという。 

  そこら辺の、原則的なことを確立しておく必要があるというふうに思うんです。それは、

広域にも関係してくる話だと思うんで、ちょっと逆戻りして、費用弁償の話のときに本当

は言うとかなあかんなと思いながらちょっと抜かしてしまったんですけども。そのあたり、

もう少し検討、全部出して検討していく必要があるんじゃないかなと思っております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   それと関連して、事務局長に聞きたいんやけども、広域で、例えば私

は広田小中学校の組合の方、議員になっとったんやけども、あれは手当が出とるんよな。

あんのよ。あれ何で出とるかというと、２重で我々もちょっと貰ってええんかいなと、わ

ずかなあれやけども、思いながらもずっと貰ってきたんや。 

  その根拠というのは、あれは洲本・南あわじの方から５人ずつ議員が出てるねん。議員

が３名と、民間が２人なんやな。民間からも出てもうとるからというようなことで、手当

をうちよったんや。 

  その辺、今、蛭子委員が出とるあれで、例えば議会の方での考え方やろな、２重になる

んだったら。民間の人には払ろたらええやん、我々はいらんやないかというような考え方
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もできるし、その辺、今聞きたいのは、ほかの消防とかそれはどないなっとったんかと。

従来出てないやないかというような話もありましたわな。あれはどないなっとんですか、

手当とかそういう。 

 

○原口育大委員長   事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   組合議会関係については、すべて報酬はあると思います。

ただ、最近というか近い過去というか、ここ数年の間に報酬の見直しがあったりして、ご

く日当的な形の報酬になっているかと思います。 

 

○原口育大委員長   議長。 

 

○議長(川上 命)   局長、報酬について一遍言うたけど、これは組合議会ですから、こ

こはもう関係ないということを僕が一遍言うたとき、勉強のとき蹴られた経緯があるわけ。

組合議会で。ということは、広域も議長とかいろんな手当があるわけよな。 

  これは、機構改革した議会やさかい、議会から返上するとか、せんとか各議会で働きか

けた中で、議決はしなくていいけど、やっぱりそういったことを返上しなさいと、皆お互

いに、費用弁償だけしなさいということになれば、議会で議決したらできることやし、そ

の組織も今言った３名ということで総務ばかりになっとるけども、これも一応は、今、問

題点は、肩書なしにあて職なしにする。議長だけあて職であと２名をあて職なしにするか、

それと副議長と、３つあるさかい、消防は文教、総務は広域行政、水道は産建というよう

な形に。そういった案が、今後検討してくださいということで継続審議になっとるんです

わ。そういうことで、ひとつ報告しときます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の人選というか、あて職になるのかどうなるのか、そういうことは

議論をしていただくと。さっきの報酬、費用弁償についても一回整理をして洗い直してみ

て、これは妥当か妥当でないかいうことを、一回まな板の上に乗せてみることも大事では

ないかということなんですよね。それを、どない裁くかどない料理するかは、その中の議

論によると思うんですけれども、どういう現状があるのかということをもう一度整理をし

て、示してみるということも大事ではないかというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   ①、②、③とあるんですが、検討結果のところにあるんですが、①

についてはもう解消してしまっておることなので、これは前期の結果ではあるけど、今期
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としてはこれを報告するのはちょっと変かなと思うので、削除をすべきかなと私なりに今

思ってます。 

  それで②についても、こういう形を、議会本来の形を確立するようするべきということ

で、議員があて職になってきておるというか、委員長という形で今きてます部分について、

今、議長申し入れをしていくというふうなことを言われておるんで、これは全協での総意

でもあったかと思うんで、そういう部分の表現に変えた方がいいのかなと。 

  そこへ、③というのはそういうこと、議長が市議会の意向として、他市に対して積極的

に提案するということでありますけども、この内容については、今、蛭子委員言われたよ

うな、報酬の見直し等も含めて提案するというふうな、今、委員会の中の意見はそういう

ふうな感じを受けたんですが、その辺はいかがですか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ある組合議会ではわずかでも報酬が出ると。旧町時代はいろいろな組

合が、議会があって、各議員が必ずそこへ入っとったんですよ。ですから皆手当が出とっ

たんです。 

  今やったら、広域と今言った学校広田、それからあて職というか、それと総務委員長、

文教委員長があて職やいうんでなくして、副議長があて職やいうんでなくして、やはり議

長は当然やけども、あとの２名については総務委員長に、あっちが決めとんのか知らんけ

ども、そういう見識を持った一般議員から出していくと。旧町時代はそういう形を、特に

南淡なんかは採ってましたわね。その方が、結局副議長は副議長でそれなりの報酬をもう

ておると。そういうことで、できたらそういう２名については、議会の自由な選択にいけ

るような方法がベターでないかなと私は思うんですけどね。今はそういう形でいってます

けども。 

 

○原口育大委員長   費用弁償の部分というのは、今の報酬と費用弁償というのは分けて

考えないといけないと思ったりするんですけども。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   費用弁償になっとるのか報酬になっとるのか、そのあたりがちょっと

僕も整理ついてないんで、いろんな審議会なり入ってますよね。 

  審議会議員になってる議員もいれば、そのあたりの考え方なんですよね。審議会であれ

ば、有識者、市民代表それぞれあったりするわけですけども、その費用弁償、報酬の考え

方をやっぱり整理して、一覧しておいて、こうですよと、それについての考え方、議員の

意見を聞いておく必要もあるんかなと。いろいろ違いがあると思うんで、一本でないと思

うんでね、その違いを見ておく必要があるかなということなんですね。 
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○原口育大委員長   本委員会としては、提言というかそういうことをほかの議会に対し

て、中の部分もあるんですけど、方向性を要望していくというのはできると思うんですけ

ども、最終的なところというのは、やはりそれぞれの審議会であったり、議会であったり

になってくるかなという部分もあるので、うちの検討結果としては、この①、②、③の内、

①は削除させていただいて、②については今言われたような、これは前回の全協でも合意

に達しとったと思うんで、代表として送り出す議員についてのことを触れると。③につい

ては、そういった今の追加の意見も踏まえたものを、それぞれのそういう団体等に対して

積極的に提案するというふうな内容にしてはどうかなと思うんですが。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   広域はそれでいいんですよ。元へ戻って悪いですけど、最初言ったよ

うに費用弁償の関係は、さっきの審議会メンバーとかいうことでの整理もしておく必要が

あるんじゃないかと。ちょっと後へ戻って悪いですけどということを言うたんですけども。 

  広域については、さっき言うたようなことで、提案するなり、議論としては要望してい

こうというぐらいのことかと、我々だけで解決はできん話になってくるということで。 

  ただ、市内審議会附属機関としての審議会であったり委員会、いろいろあて職として委

員会メンバーから選んだりとか、何ぼかあると思うんですけども、それの報酬あるいは費

用弁償について整理をして、知っておく必要があるではないかということなんです。 

 

○原口育大委員長   この検討項目には、一部事務組合審議会、協議会等についてとなっ

ておりますので。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ここはそれでいいんですよ。だから、追加として前のところの話を蒸

し返して悪いですけどということで。 

 

○原口育大委員長   この項目の中にあれですよね。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは事務組合。 

 

○原口育大委員長   その次が一部事務組合になっとんねんけど。 

  森上委員。 
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○森上祐治委員   私も、文教の委員長していたときに、社会福祉協議会の何とかとか、

行ったら給料明細書を見とったらちょっと入ってるわけや。そんなわけのわからん、座っ

とてこんなんもうてええんかいなというふうなことを、何回か記憶があるねんけどね。 

  ただ、それはあくまでここではなしに社会福祉協議会なりの予算でやっとるわけじゃな

いんかいな、そうやろ。だから、ここがこういう審議してるというのは返上するわけか。

例えば要らんと言うんだったら。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろあると。 

  国保運営協議会なんかであれば、これは市が協議する審議会、市の附属機関としてある

わけですよ。社会福祉協議会であれば、社会福祉協議会という独立した法人の中の協議会

です。 

  その縦分け仕分けはあると思うんです。だから、それを整理をして、何回も繰り返して

言いますけど、整理をして見ておく必要があるんではないかと。 

  附属機関の中にある、市としてあるいは議会として予算を組んでやっている部分の審査

会や審議会、協議会、附属機関としてやっている部分の報酬であったり費用弁償であった

り、その実態について整理をして、それをどう考えていくかという議論をまな板の上に一

回乗せておいたらどうですかという提案なんです。 

 

○原口育大委員長   それは、今、組織のあり方についてということで、その事務組合、

審議会、協議会のことを協議しとるんですけども、その報酬の部分については、今回検討

項目のどこにも入ってなかったですかね、そういう出先の部分の。 

  もし入れるとしたらどこへ入れるべきかということも含めて。 

  事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   どこかに分類するということになるんかと思うんですけ

ど、例えば議会費の報酬のところで参考的にそういう名称を入れて、一部事務組合あるい

は審議会等の議員があて職等をされている部分の報酬についてというようなことで、項目

一つ追加しとけばいいんかなというように思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは基本的に、私どもの議会は費用弁償というのは禁止されてるか

ら、やっぱりその点も留意されて一度考える必要があると。社会福祉法人や別個の団体で
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あっても、市からもすごい補助金がいきよるいうから、税金から出しよるんやから、それ

は議会の考え方でどないでもなることやと思うんで、その辺を含めて考えてほしいなと思

います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   基本的に考え方をそろえておくということで、どんな実態があるんか

ということをまず知っておく必要があるということだと思うんです。 

 

○原口育大委員長   そうしましたら、今、事務組合の組織のあり方等については、先ほ

ど申し上げたようなことでまとめさしていただいて、今出てます報酬等についての部分は、

しかるべきところへ新規項目の中で追加をさせていただいて、実態をとにかく勉強させて

もらうというところから入らなあかんわけなんで、次回以降の検討課題にさしていただく

ということでよろしいでしょうか。 

  それでは、その他の検討の結果、継続調査としたものということで、議会基本条例につ

いては、これは検討結果にありますように、中長期検討項目に設定ということで、すぐに

はなかなか出ないかと思います。 

  議員定数については、これも前回削減がされたところでありまして、これも今すぐ俎上

にあがる話ではないのかなというふうに思います。 

  政策能力向上を目指すための検討については、議員の政策形成及び立案能力の向上につ

いては、議会基本条例に規定することを前提に、市民との意見交換会の実施及び議員研修

会を年一回以上実施する方向で引き続き検討するというふうになっております。 

  この辺について、議論いただきたいんですけども、引き続き検討すると言いながら、是

非工程表に示しましたように、何らかの形のものを今の委員の任期中に、任期と言います

か今年中に是非、２２年度中に是非、実行に移したいなというふうに思っておりますので、

そういうことも踏まえてちょっとご意見をいただけたらというふうに思います。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これまでに、定数問題で市民懇談会というか、やった経験もあると思

うんです。 

  ですから、そういうものを参考にしながら、今度４月から２１回で市の方も、市庁舎問

題での説明会を行うというようなこともあるようですから、そういう先例に習って取り組

んでみると。 

  全然白紙というか、経験ゼロの状態ではないと思いますので、それをさらに改善を加え

たような内容で是非とも取り組んでみるということが大事じゃないかと思います。 
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○原口育大委員長   この意見交換会、議員研修会を年一回以上というふうになっとるん

ですよね。この辺。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、該当規定等の項目で、伊賀市とか栗山町の議会基本条例云々とい

うのが例として出されてますよね。最近、地方分権とか地域主権とかいうふうに言われて

まして、地方議会の力量アップということが大きな日本の議会の流れになってきてます、

というふうに受けとめとんですが。 

  その中でも、大きなキーワードの一つは、議員の政策形成能力、立案能力云々とどんな

やつにも出てくるわけよな。これは我々避けて通れないと。 

  ただ、ここに書いてあるように、例えば年一回議員研修会を開催するとか意見交換会を

持つとか、この具体的なことも大事かもわからんけれど、基本的に我々はこういう議員の

政策形成及び立案能力の向上に向けて、最終的にはいわゆる議会基本条例に盛り込んでい

くと、具体策を盛り込んでいくという方向で研究していくと、検討していく必要があろう

と思いますんで、これはこういう形で、別に意見交換会を持たなあかんとか、普通だった

ら議会報告会みたいなことをよう出てくるんですがね。 

  議会報告会、あれも一つ持つにしたって難しいなと思うんですが、それよりももっとや

わらかい市民との意見交換会にしとんのかいなと思うんですけれども、そういう何らかの

具体的な動きをする方向で、我々議会改革委員会としては検討していくというようなこと

で、私は受けとめたいと思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   交換会、これも大事やと思うねんけども、よく市民が市民がというよ

うな声があるわけです。 

  我々は選挙をして市民の代表で出てきている。そして、積極的に市民が市民がとやるこ

と自体が、私の考えですよ、何か議会そのものを形骸化しつつあると。もう議会なんか要

らんのやと、それなら市民が寄って決めたらええやないかという、そういう風潮になる可

能性もあるわけなんです。 

  ですから、それぞれの立場において、会派によって議会報告とかそれは皆自由にやった

らええことやと思うし。議員というのは、それぞれの個性で議会活動をやっておるんで、

私は市民が市民がということ自体が議会の権威を落としていくような、議会が形骸化され

てゆくゆくは議会なんか要らんやないかと、みんな住民が寄って、１００人ほどで寄って

するというような、私は近い将来こういう形が続いていくと、そういう形になる可能性が
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あるのじゃないかなと危惧しているんですけども。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろんな考え方があろうかと思うんですけども、ただ会派でやれば、

会派というのは政策集団ですよね。だから、意見の分かれたもの違うものを、それぞれの

会派が自分たちはこうやということで進めていくと思うんです。 

  ただ、議会が全体としてやる場合は、意見の違うというところは捨てて、今、地方自治

に一番求められてるのは何かという大きなくくりですると、そこら辺も大事じゃないない

のかなという思いがするんです。 

  いろいろありますけど、今、大きなくくりでいうと行財政改革どうするのかとか、ある

いは住民の暮らしを、地域のまちづくりを進めていって地域を活性化するにはどうするの

かとか、特定の会派の特定の主張じゃなくて、大きな幅の広いくくりでやる研修、あるい

は地方議会のあり方とは何ぞやというような研修。 

  これは、各会派の政策的な違いということを出すのではない大きなくくり、こういう研

修をやっていくということが、地方自治というのは僕も聞きかじりの話なんですけども、

地方自治というのは民主主義の学校やというような古いことわざもあるんですけれども。

地方自治というのは市民の政治への参加であったりあるいは政策実現であったり、こうい

う非常に一人ひとりの住民が自分たちの代表として送り出している議員、あるいは市長に

対しての期待を込めた意見というのは当然あると思うんですけれども、今何が求められて

いるか課題を市民とともに学んだり、そこで情報交換をしたり、特定の会派、政策的な主

張じゃない本当に一致できる部分が何かということを探っていくような、そんな場所とい

うのも非常に大事じゃないかなという、それは大きなくくりすぎて皆さん理解できるかど

うかわからないんですけれども、そんな考え方もあるんじゃないのかなということを思う

んですけど。 

  ですから、議会全体としてやるということの意味な何なのかと、会派でやるのはやっぱ

り会派の特定の政策集団の政策の訴え、主張やと思うんです。そうではない部分というの

もあってもいいのかなと思います。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、蛭子委員が言いよる、例えば議会報告会ひとつにしたって、その

辺が非常にレベルの高いというか、今言いよるように、いわゆる会派ごとに意見が違った

まま議会報告はできないわけよな。市民で議会報告する以上は、議会と市民という関係で

いかないかんというふうに書いてあるわけや。 
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  これを我々がするんだったら、果たしてこれひとつでもできるんかいなと非常に心配な

んですが、ただ、今、我々がこの議会改革特別委員会をつくっとるという本来の流れとい

うのは、これは全国的に２０年近く前からこういう流れがあるというのは、わしらも最近

勉強しだしてわかってきたんですが、それは地方分権とか地域主権という中で、国が、い

わゆる地方交付税が三位一体がばんと地方は責任持ってやれよみたいな感じで、国はそう

いう方針を持っとる、地方は地方で生き延びていかないかんという中で、地域・地域、地

方・地方で従来の執行部と議会が、もっと力合わせて一つのいろんな課題について知恵を

出し合って動いていかないといかんというような背景の中で、議会改革の大きなキーワー

ド二つあると思ってるねんね。 

  いわゆる情報公開、市民にいろんな力を借りるために情報公開と市民参加というのは、

どの議会改革の参考文献にも出てくる言葉です、この二つが。 

  それは、市民からいろんな形で情報を採ったり意見を求めたりしながら、議会の、我々

の政策なんかをつくっていけというふうに書いてあるわけやな。そうしよったら、意見交

換会をせないかんのかいなと思ってくるんですが、なかなか一旦持つようになったら、そ

の持ち方自体を我々がかなり勉強しないといかんというようなことで、これは大きな課題

であることに我々の議会改革というのを推進する、政策立案及び形成及び立案能力の向上

と。これは議会改革の大きな目的の一つであるというふうに思ってますんで、これは継続

して何ら具体案を南あわじ市議会として出していかないかんと思いますんで、よろしくお

願いします。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   確かに、森上委員おっしゃることはまさに理想論であると思います。 

  私も反対する要素はないんですけども、現実的に我々本音で次の選挙どないして当選し

たらええんやということしか頭離れへん、これ本当の話ですわね。 

  ですから、議員というのは、それぞれ一人ひとりがおのずと議員活動も違うし、それぞ

れ個性を持ってやっておる。だから、次当選するためにどういう仕事をするか、これは

我々ずっとやってますけど、そこしか４年間頭、もう次の４年後のことを考えて行動しよ

る。恐らく議員さん皆そうやと思いますよ。 

  ですから、そういう全体会を持っていろいろな意見を吸収しても果たしてそれが、栗山

町も行ってきました反問権とか議員提案、そんなんやったところでほとんど絵にかいた餅

であって、選挙もせん職員に反問権を与えてそれどないなるのというような、これが議会

改革ですばらしい議会やと言う人もおりますけども、私ら考えたら職員に反問権やって、

言うたことに職員が反問してきて討論するやなんてとんでもないことやと思いますわね。 

  全体でやるということには、それは結構なことですけども、議員はそうは言いながらや
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はり４年後に当選せないかんねんから、そのためにそれぞれ皆一生懸命やりよると。です

から、そういうことも考えていただいた中でやらないと、ただ報告会やって要望ばっかり

聞いて、なんの実現もできないというような形にもなりかねんこともあるし。これは私の

個人的な意見です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私自身も、立案能力の向上とかすばらしいこと書いてあって、当然条

例の制定であるとか改正ないし等々、これは我々の権限においてできるわけでございます

が、実際ぶっちゃけて議員立法というか条例の制定、議員が本当に議員立法でしたような

状況があるのかどうか、それと市民の声を聞くは当然のことです。 

  それを、どういう方向で市民との意見交換会の実施をするかというのは、先ほど阿部委

員がおっしゃったように、それぞれ全く思想的な違いというのもあるわけで、一部の偏っ

た思想だけを集めて交換会したところで、私は市民全体の声の意見の反映になってないと

思うし、このやり方ですわね、要は。 

  市民との会派ごとでするとか、この辺はどういうふうな理解をしたら。委員長、市民と

の意見交換会の実施及び議員研修会を年一回実施する方向というのは、この市民との意見

交換会の実施というのはどういうやり方でやろうというような、この辺だけお考えをちょ

っとお示しください。 

 

○原口育大委員長   該当規定等のところに、伊賀市の事例とかが上がっとるんですけど

も、多分前期の委員会では基本条例を伊賀市が定めた中で、議会は市民との意見交換の場

を多様に設け、議員の政策、立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものと

すると。 

  あるいは、議会は議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化

を図るというふうなことを念頭に置いて前期の委員会でも検討をされて出てきたと思って

ますので、議会がそういうものを催すという前提で議論が進んできたもんやと思ってます。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   議会が主催でやるというふうにとらえてよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   ただ、伊賀市は行ってきましたけども、この出前講座とか意見交換

会というのが十分に、私の見た範囲では機能してないというふうに思いました。 

  単に、伊賀市は先進的ですけども、そこでも苦戦しとるような話でありますから、私は

即受け売りでどこかのまねをしてすぐにこういうことを取り入れたからというても身につ
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かへんと思うんで、今、意見出てますように、十分にそういうやり方とかを検討してやる

と。 

  ただし検討結果で、これは前回体系表の中で検討項目になっとるというやつでなしに、

決定事項になってますという部分で触れた部分やと思います。 

  やはり、目的が議会の議員の政策立案能力を強化するという中において、それに沿った

ような研修会なり市民との意見交換会というものは実施するということでいきたいなと。 

  例えば、前回定数のときに、長濱秀次郎さんですか、講師を招いて市民と一緒に一つの

話を研修して、議員も研修して、その後定数委員会が主催して市民との懇談会を持ったと。

ああいう形が、一つのテーマに対して共通の研修を受けるとか、あるいは市民との懇談を

するというのが議会の仕事かなと。 

  偏った中で、一つの会派としての活動いうのもあると思いますが、それは会派がやるこ

とかなというふうな気がしてますので、議会として取り組むとすれば、ここに書いてある

ようなことの目的のもとで、研修会なり市民懇談会を企画してやってみるという方向でま

とめたいなというふうに思うんですが、いかがですか。 

  具体化すればそれを全協に報告して実現しようと。現状では、そういう方向でいきたい

ということを、今回は報告にとどめたいとなというふうな気がしてます。中身が固まって

きたら提案をしていくということでいきたいと。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   そういう方向でいったらええと思う。 

  中身については、とにかく南あわじ市の我々のレベルに合うた無理のないやり方で、一

歩一歩進んでいったらええと思うねん。別に、ここに例として挙げてあるこのとおりにせ

ないかんということないんやから。 

  議員の研修会はできるわな、最低ね。一遍どっかでよんで、このテーマでがんがん勉強

しましょうと、そういう方向で前へ進んで自己研さんするために、というようなことでお

願いしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   最後の、議会要望の制度化、要望の一本化については、会派間の執

行部に対する要望の一本化については政策が違うためできないが、議会全体として要望事

項を絞った中での要望提出については、引き続き検討するというふうになってます。これ

はどうですか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   現行の地方自治法上でも、長に対して議会が意見書を出すこともでき

るんです。これは、その課題・課題でやるということであって、特に議会改革の中で明記
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する必要はないのではないのかというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   今あったように、意見書ということでないとなかなかそれ以外のこ

とで、まとまれば意見書にして出したらええわけやから。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   例えば、今の全国的な動きの中から出てきた項目だろうと思うんやけ

どね、要するに議会というのは執行部対議会と。だから解説なんか読みよったら、いわゆ

る地方議会は与党も野党もないんやと、執行部対議会やぞと。その辺を踏まえて、市民の

ために働かなあかんねやという理想論を書いてあるわけやな。そういう観点からしたら、

議会としての要望は出てきて当然やけども、現実問題なかなか要望を一本化するというの

は難しい現実があると思いますわ。 

 

○原口育大委員長   事務局その辺は。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   まとまらない。一致したものでなければいかんということなんで、全

会一致のようなものが望ましいというような話やと思うんです。意見書というのは、結局

多数でいくわけですけども、できれば全会一致的な意見書ということで要望しようという

制度上あるわけで、あえて言わなくても当然のこととして、自明のこととしてあるように

も思うんです。まとまらんと話にならんというふうな。 

 

○原口育大委員長   これは、最初出てきたいきさつ、出てきたときは僕もおったはずな

んですけど、今の議論からいくと、意見書とどう違うんやみたいなとこがあるんですが。 

  事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   この出てきたというのは、従来から全部の会派ではない

かと思うんですけど、市の予算編成時期に合わせていろいろ要望を会派からしていると。

そういう部分について特に議会として全体で絞れるもの、そういったものを協議した中で

全体としての要望をできないかと。 

  個々にしたら、その要望の重みというかそういう部分もあったりして、議会全体ですれ

ば大きな要望として、それぞれの実現可能な部分が出てくるんではないかというようなこ

とが発端やったと思います。 

  全国的には、伊賀市なんかで議員協議会なんかでテーマを決めて、いろいろ随時的に議

論を交わして、その中で出てきた成果を市長の方へ提案なり要望するというような、そん
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なこともやっとるとこもございます。それは、基本条例の中でそういった部分を位置づけ

してやっとるというようなことがあります。ここへ出てきたのは、そういうことも合わせ

てのことだったんですけど、発端はそういうことで出てきたんかなというように思います。 

 

○原口育大委員長   意見書が政策的なものやとしたら、会派の代表者会なり議運なりで

協議して申し入れするような内容的なことも含んだようなことのような気がしたんですけ

ども、そうするとここの特別委員会で特に、一旦上がっとる話なんでそう急に消すという

のもあれですけど、今回まとまるような話でないような気がするんですけれども。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、去年の１１月の局地的豪雨で、市長に対してそれの対応を求

めるというようなことを議員協議会だったかで諮って改めて、これは産建の委員長から提

案があったかと思うんですけど、議長から市長に対して要望を出してもらったという話は

あったかと思うんですけれども。それを一歩進めて重みを持たせるとしたら、その内容に

ついてね。意見書としてまとめて、それを市長に出すというのが一番重みがあると思うん

です、議会としての対応は。これまでの例で言えば、意見書を市長に出したという例は余

り聞かないんですけれども、むしろそういうことを活発にやろうということで一致できる

ならば、実質的な項目の内容ができていくことになるのではないかなと思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   議事進行の観点からお願いするんですが、前のこれは出してくれとん

ねやね、この項目は。前の議会改革の特別委員会で出していただいとって、私も今こう実

質初めて見てるんですが、この辺は。 

  今の局長の話だったら、伊賀市なんかでも議員協議会云々でテーマをつくってというよ

うな話があったんで、現に動き出しとるとこもあるんですから、我々もうちょっと勉強さ

せていただいて、別に削るのはいつでもできると思うねん。だから、一応残しといていた

だいて、またある時期に課題で検討するかどうかという話を煮詰めていっていただけたら

なと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   削るというのでなくて、意見書として出しましょうと。そういう要望

を出していきましょうということは確認しておいたらいいと思うんですけどね。その方法

なんですけど、要望項目を絞った中で要望提出という言い方は、すでに改めて改革という
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テーマに載るような話じゃなくて、実際にあるものをやるというような、基本条例という

性格のものなのかどうなのかなという。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   それちょっとわからんのがね、議会要望の制度化というような表現を

してあるでしょ、この制度化というのは中身はどうなのかというようなことも、私もこの

改革委員会の委員の一人として自分なりに勉強してみたいなと思うんで、これは一応せっ

かく入ってるんで、今、蛭子委員のおっしゃっとったそういうのを、まとまった意見をつ

くって要望していきましょうという方向はもちろん賛成なんですが、この件についてもう

いいじゃないかというんではなしに、また残しておいてもうて。 

 

○原口育大委員長   ちょっと長引いてますんで、あと少し検討項目残ってますんで、暫

時休憩さしていただいて、再開後短時間で終わりたいと思いますので、５５分まで休憩い

たします。 

 

（休憩 午後 ３時４５分） 

 

（再開 午後 ３時５５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  休憩前で、いろいろ一通り検討結果について確認をいただきました。これについて、３

月議会で全員協議会、今のところ１８日ぐらいかなと思ってるんですが、そこで報告させ

ていただいて、議員全体で確認をいただいてと思っております。 

  そのことについて、一通りもう一回目を通そうかと思ったんですが余り時間がありませ

んので、ちょっとこれは委員長、副委員長あたりに一任をいただきまして、２回目、３回

目の委員会で検討したことについてまとめたものをつくります。それを事前に各委員に配

付をさせていただきますので、全協までにお気づきの点があれば申し出ていただくという

形で進めさしていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。 

  それでは、それに付随しまして前回決めたことの中で、様式を二つ入れております。３

枚かな。委員会視察研修報告の様式と、政務調査成果報告書の様式を資料の中に入れてお

ります。こういった様式に基づいて、前回決めました視察研修報告書なり政務調査費の成

果報告書を出していただこうというふうに考えております。お目通しいただいて、何か不

備の点とか意見がありましたらお伺いしたいと思いますが。これ何か事務局で説明するよ

うなことありましたら。 
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  議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長(阿閉裕美)   事務局の方で案をつくらせてもらいました。委員会の視

察報告書につきましては、かがみの文書と、それと別紙として視察結果報告書を記入して

いただいて出していただくような形にしております。いろいろなところの結果報告書の様

式の方ちょっと調べてみた中で、必要かなというふうな項目を挙げております。 

  それから、政務調査費の成果報告書ですけども、これにつきましては、それぞれの会派

の方でなるべく自由にって言ったらおかしいんですけども、書きやすいようにということ

で、一つの枠の中でそれぞれ工夫して書いていただくというふうな形につくらせてもらっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○原口育大委員長   これデータでいただいて、写真添付等もパソコンでやって提出して

いただけたらええかなというふうに思っておるんですけど。 

  必要最小限こういうことは挙げていただきたいと。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   これはあれですか、これは議会事務局だけに報告やな。どこかの項目

に事前に、私も今探してるんやけども、要するに、あれは執行部からの報告か。議長あて

か。これはほかの議員とかに全部、いわゆる勉強、研究してきたことを、こんなん加えへ

んねんな。議長あての報告ですな、わかりました。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部委員   これは、今までだったら大体委員長、副委員長で視察をまとめてもらって

報告をしてもらいよったな。個人・個人ではせえへんな。 

 

○原口育大委員長   すみません。そしたら、これも今回も委員会としての報告書なんで、

個人ではなくて。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   どこかでわしも頭に残っとって、お互いの情報をええ勉強してきたか

ら、学校なんかだったらするのよ、例えばどこか出張へ行ってきて、次の日に文章でこん

な勉強してきましたと、参考にしてくださいというような資料を添付したり。ああそうか

と、今度はわしも行ってこようかというようなことになってくるねんけんど、これはもう

議長あていうことやね。 
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○原口育大委員長   一応義務としては議長あてに出してもらって、活用する部分につい

ては、ええことやったら、皆さんに提供していただいたらいいん違うかなというふうに思

いますし、いつでも閲覧できるように、事務局で保管するということになってくるかなと

いうふうに思いますけども。そんな解釈でよろしいですか。 

  次に、新規の検討項目の追加をいただきましたので、体系表の中に落とし込んでおきた

いというふうに思います。議会改革体系の新規検討項目追加分の案につきまして、事務局

より説明をいただきたいと思います。 

  議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   議会改革体系（案）ということで、新規検討事項を追

加しております。黒字の部分は、前期の委員会で決定の検討項目です。赤字が、前期委員

会で継続または中長期検討項目となった部分でございます。青字が新規、このたび新たに

検討していこうという検討項目の案でございます。 

  体系表の方をつくっております。もう色分けしてあるので、見てもらったらわかると思

いますので、それぞれについては説明の方は省略をさせていただきます。 

  今日の検討結果の中で、議員報酬等というところ、３の議会の基本的事項、５の議員報

酬等というところに、二つほど追加する部分ができたのかなと思います。 

  一つは、政務調査費についての検討するということ、もう一つは、審議会、協議会、組

合議会議員の報酬についての検討ということで、この二つを追加するようになったように

思いますので、追加の方をお願いしたいと思います。 

  あと、先ほどその他の項目で検討していただいておりました、議員の政策能力の向上に

ついての検討という部分については、具体的な取り組みのところにはちょっと書いてない

んです。改革区分の中に、議員の政策能力向上ということでちょっと大きい項目の部分に

挙げて、その中に執行部の重要施策、議会報告の制度化とか専門的知見の活用、議員研修

の充実強化という部分を具体的な取り組みとして当てはめております。 

  あと、政策能力向上の中で議員研修は挙げているんですけども、意見交換会というのは

挙げてないんです、この案の中には。その意見交換会について、どこかの部分に挙げてお

いた方がいいのかなと思います。 

  ２の市民参加の１、市民との連携の部分で、出前講座、懇談会、報告会の実施について

という具体的な取り組み事項を書いております。この部分に、意見交換会も追加したらい

いのではないかとは思うんですけれども、検討の方よろしくお願いいたします。 

 

○原口育大委員長   今、今日の出た分も含めて、この体系表の中に組み入れていきたい

というふうに考えてますけども、今、説明のあった部分で何かご意見ありますか。 
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  それでは、事務局案のようにさせていただきたいというふうに思います。 

  次回は、これの中から今回継続になった分とか、新規に追加した分の中で検討項目を拾

い上げて、議題にしていくということで進めさせていただきたいと思います。 

  それでは、続きましてその他の項で、先進地視察研修についてということで実施案を付

けておりますので、これは一応こちらの方で養父市がいいん違うかなということで提案を

しまして事務局で作成いただきました。視察先の概要、目的等について資料をつくってく

れてますので、若干事務局から説明をいただきたいと思います。 

  議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   改革特別委員会の視察研修の実施（案）ということで、

前の委員会で養父市の方に視察ということで、日帰りで行うというようなことが決まって

おりますので、こちらの方で実施案というのをつくらせていただきました。 

  本日ちょっと検討していただくのは、４月の実施日ですね、日を確定していただくのと、

この３番に書いてます視察事項ですけども、①と②で視察事項を事務局の方で考えられる

視察事項を書いております。これについて見ていただいて、またほかにも視察事項ありま

したら言っていただいたら追加をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  あと、養父市の方の議会だよりの方で、議会報告会を実施したその結果とか、あと議会

基本条例調査特別委員会というのを設置しておりますけどもその調査報告。それから、開

かれた議会へということでアンケートを実施しております。そのアンケート結果が、養父

市の議会だよりに載っておりましたので、コピーを取っております、参考資料です。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   今、説明がありましたけれども、何かご意見ありますですか。 

  阿部委員。 

 

○阿部委員   課長、養父市といったら人口どのぐらいのとこですか。 

 

○原口育大委員長   議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   ２万８,０００人ぐらい、３万人ちょっと切れてます。 

 

○原口育大委員長   合併の時期は、南あわじよりも２カ月ぐらい早かったと。定数は、

今、欠員があるんだと思いますが１７というふうな議会のようでありまして、活発にこう

いった取り組みをされておって、参考になるかなというふうな感じを受けてますので、是
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非視察にと思っております。 

  そしたら、日程の方ですけども、できましたら４月中にやりたいなというふうに思って

おります。行ってきて、一回ぐらい委員会が開けたらいいなと思ってますんで、４月２０

日前後までぐらいにもし実施できればと思うんですが、日程的に何かご意見ありますか。

事務局のあれもありますもんね。事務局であかん日というのもあると思うんで、その辺は。

相手先もあるし、こちらもあるしということで。 

 

（「委員長に一任」の声あり） 

 

○原口育大委員長   では、公的な行事は気をつけていきたいと思いますので、もし意見

がありましたらまた委員長、副委員長に聞かせていただきたいというふうに思います。 

  では、次回委員会についてですけども、とりあえず今期中に全協とかのことがあるんで、

その辺はスケジュール的にはちょっと話してもらっていいですか。全協の予定とかの中で、

今日の部分をとかいうのは。全協に報告せなあかんですよね、そういう手順とかは。 

  議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（阿閉裕美）   今日の次第の２で、議員協議会での検討結果報告につ

いてということで書いておりますので、ちょっと検討していただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   これは、日程の中で全協開いてもらって、そこへ入れさしていただ

くいうことで、最終日に開かしてもらって。今回、規定をさわるとかいう部分は、条例を

さわる部分はないと思うので、本会議は必要ないですよね。全協だけ開ければそれでいい

ですよね。 

  事務局長。 

 

○議会事務局長（渕本幸男）   今の会期中にという話があったんで、それからすれば全

員よる機会、そういった部分については予算委員会もありますけど、結構時間がかかると

思うんで、１８日がちょうど今のとこ補正予算の委員長報告なり表決という部分の日程だ

けなんで、１８日が時間結構今のとこゆとりあるのかなと、その中へ組み入れれば。 

  その日が本会議の日程です、１８日。 

 

○原口育大委員長   わかりました、そうしたらそういうことで進めさせていただきます。 

  そうしたら、あと何かありますか。なければ閉会をしたいと思います。 

  熊田副委員長。 
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○熊田 司副委員長   本日は、議会のちょうど真ん中ぐらいに当たりまして、皆さん大

変お忙しい中でしたけども、お昼の方から参加していただいてありがとうございました。 

  何とか、これが一日も早く実りのあるものにあるようにこれからも頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ４時１１分） 
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